
令和 6 年 3 月

令和 6 年度 令和 15 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,080 円 3,025 円

3,080 円 3,019 円

3,080 円 3,012 円

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

一部適用（令和2年度より）

嵐山町浄化槽事業経営戦略

平成24年度
（供用開始後12年）

嵐山町

特定地域生活排水処理
（町管理型浄化槽整備推進事業）

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

-

-

処 理 区 数 -

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

令和元年度に「嵐山町生活排水処理施設整備構想」の見直しを行い、各種処理施設（公共下水道、浄化槽
等）から適正な汚水処理整備手法を選択し、事業を実施している。
また、料金徴収を水道事業へ委託している。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

平成３年度 平成３年度

平成２年度 平成２年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

当町の浄化槽使用料は二部制（基本料金と従量料金）を採用している。
直近では令和元年度に消費税の増税に伴う料金の改定を実施した。
なお、当町では事業開始から現在まで、消費税以外の料金改定は行っていない。

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度

54人/km2（令和4年度末時点）
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

浄化槽ＰＦＩ事業により浄化槽の設置、清掃、保守点検、法定点検等の
維持管理を行っている。

 イ　指定管理者制度

以下の事業を民間委託にて実施している。
・浄化槽使用料徴収（水道事業と共同で実施）

民 間 活 用 の 状 況

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

※経営比較分析表(P7)のとおり

職 員 数 上下水道課下水道担当4名(内1名浄化槽事業担当)

浄化槽事業運営は、上下水道課が担当している。上下水道課は管理担当、施設担当、下水道担当に区分さ
れており、令和6年4月現在、下水道担当は4名となっている。現時点で増員の予定はない。

該当する取り組みはない。

該当する取り組みはない。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

処理区域内人口の予測

人口普及率は、第6次嵐山町総合振興計画における目標値（個人設置型を含む合併処理浄化槽人口普及率について、2025（令和7）年度：
26.7％、2030（令和12）年度：27.2％）を達成するものとして想定した。
単独処理浄化槽や汲み取りから合併処理浄化槽への転換と、個人設置の合併処理浄化槽の寄附により、町管理型浄化槽処理区域内人口
及び水洗化人口は2032（令和14）年度までは増加する見通しであるが、その後は減少していく見通しである。
浄化槽区域内の水洗化率は100％のため、水洗化人口は処理区域内人口と同値となる。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当する取り組みはない。
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（２）

（３）

（４）

（５）

使用料収入の見通し

使用料収入は、有収水量に使用料単価を乗じて算出する。
有収水量予測と同様に2032（令和14）年度までは増加する見通しであるが、その後は減少していく見通しである。

施設の見通し

浄化槽の整備は町管理型浄化槽整備推進事業に基づき進められている。
町管理型浄化槽整備事業では、第Ⅰ期、第Ⅱ期整備事業を以下のとおりとしている。

　　第Ⅰ期：平成24～令和3年度※当初予定より3年間延長
　　　　　　　浄化槽新規設置：500基
　　　　　　　浄化槽寄附：200基
　　第Ⅱ期：令和4～令和13年度
　　　　　　　浄化槽新規設置：300基
　　　　　　　浄化槽寄附：100基

組織の見通し

浄化槽事業の職員数は、現状維持の見通しである。
また、浄化槽事業は現在、民間力を活用とするPFI事業となっており、今のところ現状の手法を維持する見通しとなっている。

有収水量の予測

有収水量は、水洗化人口の増加に伴い2032（令和14）年度までは増加する見通しであるが、その後は減少していく見通しである。
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： R8に使用料改定を予定しているため、R8からは使用料収入を25%改定したものを見込んだ。

①収益的収支の見通し
　浄化槽事業では、25%の料金改定でも赤字が解消されない見通しである。

②資本的収支の見通し
　 投資事業の実施により建設改良費が発生することから、各年度で資本的収支不足額が発生するため、内部留保資金で補てんする必要が
ある。

【経営理念】
　快適な生活環境及び健全な自然環境を保全するため、安定した汚水処理サービスを町民に提供するとともに、持続可能な事業運営を継
続する。

■浄化槽の適正な管理
①PFI事業との連携
　浄化槽の清掃、保守点検、法定点検等をPFI事業で管理し、適正な維持管理を行う。
②広域化・共同化・最適化の検討
　本町の汚水処理手法の最適化については、令和元年度に見直した「嵐山町生活排水処理施設整備構想において検討しており、経済性、
地域環境等を考慮して、最適な整備手法を選択している。下水道事業と同様に、今後もこの「嵐山町生活排水処理施設整備構想」に基づく
整備を継続する。
　　また、料金徴収については、今後も水道事業への委託を継続する。
■浄化槽事業経営の安定性の確保
①適正な使用料の検討
　浄化槽の設置・更新にかけた費用や維持管理費、修繕費等を使用料収入で賄えるよう、適正な使用料への見直し検討を行う。
②浄化槽整備の継続と広報活動の拡充
　合併浄化槽処理人口普及率を向上させるため、今後も浄化槽整備を継続するとともに、町広報誌への情報掲載など、広報活動も拡充す
る。
③将来に備えた内部留保資金の確保
　今後の企業債償還金の増加、老朽化した浄化槽の改築・更新に備えるため、事業資金を蓄えておく必要がある。特に浄化槽事業は現況
の経費回収率が低いことから、早急な経営改善が必要である。これまでに示した施策を実行し、使用料の増収及び経費の削減により、内部
留保資金を確保する。

（参考）
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① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標 財源の目標として、経費回収率の向上(100％以上を維持)を目指す。

目 標

③企業債の見通し
　企業債残高は、浄化槽新規整備によって2031(令和13)年度まで増加する見込みであるが、2032(令和14)年度以降は更新費のみとなるた
め、企業債残高は減少傾向に転じる見込みである。

④経費回収率の見通し
　経費回収率は、25%の料金改定を行った場合、令和8年度以降、50～60%付近で推移する見込みとなった。

投資の目標として、第6次嵐山町総合振興計画に基づき汚水処理人口普及率の向上を目指す。

■使用料収入の見通し
　使用料収入は、単独処理浄化槽や汲み取りから合併処理浄化槽への転換と、個人設置の合併処理浄化槽の寄附により2032（令和14）年
度まで増加するが、以降は人口及び使用水量の減少により、減額に転じる見通しである。
■企業債に関する事項
　過年度の建設改良費に対する企業債の割合から算出した。（平成30～令和4年度平均：建設改良費の34.94％）
　シミュレーションにおける借り入れ条件は、半年賦元利均等償還、返済28年、据え置き3年、利率1.5％　とする。
■繰入金に関する事項
　町で計画している繰入金予定総額に、過年度の浄化槽事業に分配された繰入金の割合を乗じて算定した。
■国庫補助金に関する事項
　過年度の建設改良費に対する国庫補助金の割合から算出した。（平成30～令和4年度平均：建設改良費の35.55％）
■受益者負担金に関する事項
　過年度の建設改良費に対する受益者負担金の割合から算出した。（平成30～令和4年度平均：建設改良費の7.71％）

計画期間である10年間の投資計画を以下に示す。
第6次嵐山町総合振興計画における合併処理浄化槽人口普及率を達成することを目標に新規設置事業費を見込む。
また、使用年数を30年とした場合の既設浄化槽の更新事業費を見込む。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

（参考）
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③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 下水道事業と同様、今後も収納率の向上を目指し、口座振替利用の促進等を図る。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

計画期間である令和6年度から令和15年度において、経営戦略の進捗管理として、施策ごとに事業
評価（実施内容、進捗状況、施策の達成度の確認）を毎年行う。
また、事業評価による当初計画との乖離や新たな課題の発生状況、事業計画の見直し等を踏まえ
て、概ね5年毎に経営戦略の総合評価を実施し、必要に応じて経営戦略の改定を行う。

修繕費に関する事項 計画的な維持管理を行い、突発的な修繕費用の発生を防止する。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体
制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

■委託関連
　2022(令和4)年度の1基当たり委託費実績に値上げ率を乗じ、その単価と将来浄化槽管理基数を乗じて算定した。
■給与に関する事項
　令和5年度予算値で固定とした。
■動力費に関する事項
　2022(令和4)年度の1基当たり委託費実績に値上げ率を乗じ、その単価と将来浄化槽管理基数を乗じて算定した。
■修繕費に関する事項
　平成30年度から令和5年度決算値までの5年間の平均値に値上げ率を乗じて算定した。

該当する取り組みはない。

料金改定の見直し検討を下水道事業と合わせて調整し始めている。使用料の見直しに関する事項

該当する取り組みはない。

今後もPFI事業を継続する。

浄化槽事業は「第6次嵐山町総合振興計画」における合併処理浄化槽人口普及率の目
標値を達成することを目指し、浄化槽の整備・更新を進めていく。既設の浄化槽は基本
的に維持管理により健全性を保ちつつ、必要に応じ更新を行うものとする。

令和元年度に見直した「嵐山町生活排水処理施設整備構想」に基づき、最適な手法で
の整備を今後も継続する。ただし、人口の動向や社会情勢の変化を踏まえ、5年を目途
に構想の見直し検討を行う。
料金徴収については、今後も水道事業への委託を継続する。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項
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①有形固定資産減価償却率
　前年度比3.69Ｐ増。類似団体平均と比較し現状
低いが、増加傾向が見込まれる。町管理型浄化槽
として寄附移管された合併処理浄化槽については
設置年度や設置状況が様々な場合があるが、町で
定める法定耐用年数（28年）を経過する浄化槽に
ついては、適正管理を行った上で入れ替えを検討
する必要がある。

2. 老朽化の状況

全体総括

　累積欠損比率、経費回収率から見ても、使用料
収入で経費を賄うことが出来ておらず、他会計か
らの繰入に依存している状況である。施設更新の
優先度の把握や適切な維持管理、将来投資経費を
踏まえた適正な使用料設定による財源確保等に取
り組み、住民生活に必要不可欠なサービスを持続
的に提供していく必要がある。

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

1,443 26.48 54.49 【】 令和4年度全国平均

処理区域面積(km2) 処理区域内人口密度(人/km2) －

2. 老朽化の状況について

類似団体平均値（平均値）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率
　前年度比3.18Ｐ増。100％を若干下回っている。赤字
収支であるため、経営改善に向けた取組が必要である。
②累積欠損金比率
　前年度比16.24Ｐ増。使用料収入に対して維持管理費
が増加していることが主な原因である。適正料金の見直
し等、経営改善に向けた取組が必要である。
③流動比率
　前年度比12.03Ｐ減。流動資産に使用料収入を加える
と流動負債を上回るが、現状維持管理費削減が困難であ
るため他会計繰入金に依存している状況である。経営改
善に向けた取組が必要である。
④企業債残高対事業規模比率
　前年度比45.27Ｐ増。依然類似団体の平均値を下回っ
ているため、今後の更新需要を考慮し、使用料水準等が
適正か否か確認する必要がある。
⑤経費回収率
　前年度比2.95Ｐ増。類似団体を若干上回っているが、
使用料収入で1/2も賄えていないため、維持管理費の削
減と使用料の適正化を図る必要がある。
⑥汚水処理原価
　前年度比20.66円減。類似団体同程度である。維持管
理費の削減と事業推進による有収水量の増加が課題であ
る。
⑦施設利用率
　前年度比0.06Ｐ減。原則床面積により人槽が決定され
るが、高齢化や節水器具の普及に伴い施設対応能力に対
する処理水量割合が低いと推測される。
⑧水洗化率
市町村設置型浄化槽の人口が分母であるため100％と
なっている。

資金不足比率(％)

- 73.17 8.25 100.00 3,080

自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

17,596

処理区域内人口(人)

29.92 588.10 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 特定地域生活排水処理 K3 非設置

経営比較分析表（令和4年度決算）
埼玉県　嵐山町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 0 0 0

平均値 0 0 0 0 0

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 84.34 91.32 94.5

平均値 0 0 95.33 92.17 101.83

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 3.84 7.57 11.26

平均値 0 0 15.4 16.28 16.75

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 0 0 0

平均値 0 0 0 0 0

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

①経常収支比率(％)

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 56.53 86.76 103

平均値 0 0 162.82 193.62 44.51

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 82.84 49.96 37.93

平均値 0 0 125.61 67.75 150.3

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 285.46 272.78 318.05

平均値 0 0 398.42 393.35 397.03

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 45.75 44.23 47.18

平均値 0 0 50.7 48.13 46.58

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 329.14 341.27 320.61

平均値 0 0 289.81 301.54 311.73

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 50.05 48.03 47.97

平均値 0 0 56.45 58.26 56.76

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

47484 47849 48215 48582 48948

当該値 0 0 100 100 100

平均値 0 0 54.99 66.43 66.88

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【100.42】 【82.66】 【140.15】 【307.39】

【86.02】【84.27】【294.83】【57.03】

【22.91】 【-】 【-】
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資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債
う

ち
資

本
費

平
準

化
債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金
そ

の
他

計
(A

)の
う

ち
翌

年
度

へ
繰

り
越

さ
純

計
(A

)-
(B

)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費
う

ち
職

員
給

与
費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他
計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他
計

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)
他

会
計

借
入

金
残

高
企

業
債

残
高
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